
認可保育園【既存園の利用定員変更】

No 園名

旧 100

新 78

22 48

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※ 上段が現在の利用定員、下段が変更後の利用定員

令和２年度　既存園の利用定員の変更について
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２号

みづえ保育園

子ども・子育て支援法第７７条により、特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用定員の設定に関し、
審議会その他の合議制の機関の意見を聴くこととなっています。
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2.利用定員を減少する理由

1.利用定員を減少する時期
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江戸川4-23
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資料2
第 1回子ども・子育て応援会議

令 和 ２ 年 1 1 月 ２ 日

江 戸 川 区 子 ど も 家 庭 部


